
通路幅 (キャバレー等及び飲食店の客席)

飲食店で150平方メートル以上の客席面積がある場合 通路巾を1200とらないといけない。 また、市
によって300平方メートル以上になると1600取らないといけない。

また、一番遠い席から、いす席、テーブル席、ボックス席を7個目からは通路巾1200(1600)とらない
といけない。

横須賀は、8Mを超えるとの事で市によってまちまちである。

火災予防条例(東京都)
(キャバレー等及び飲食店の客席)

第50条　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
(以下『キャバレー等』という。) 及び飲食店が存する階のうち、

当該用途に供する店舗ごとの客席の床面積が150平方メートル以上の店舗の客席には、
有効幅員1.6メートル(300平方メートル未満の飲食店にあつては、1.2メートル) 以上の

避難通路を設け、
かつ、いす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、その一に達するようにしなけれ

ばならない。
(昭59条例114・全改、平4条例116・一部改正)

名古屋市火災予防条例
(キャバレー等の避難通路)

第60条　キャバレー等及び飲食店のある階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メート
ル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(客席の床面積が300平方メートル未満の飲食店に
あっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7

個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。
逗子市火災予防条例

(キャバレー等の避難通路)
第37条　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」と
いう。)及び飲食店の階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席に
は、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からい
す席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、そのいずれかに達するように保有しなけ

ればならない。 (平7条例13・平9条例10・一部改正)
横浜市火災予防条例 

(キャバレー等の避難通路)
第62条　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店の階のうち、当
該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店
にあっては1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席またはボックス

席7個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。 
富山市火災予防条例

(キャバレー等の避難通路)
第63条　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」と
いう。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席に
は、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からい
す席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、そのいずれかに達するように保有しなけ

ればならない。
仙台市火災予防条例

(キャバレー等の避難通路)
第四十九条　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー
等」という。) 及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が百五十平方メートル以上の階
の客席には、有効幅員一・六メートル(飲食店にあっては、一・二メートル) 以上の避難通路を、客席
の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席七個以上を通過しないでその一に達するように保

有しなければならない。
千葉市火災予防条例

(キャバレー等の避難通路)
第37条　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店の階のうち当
該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店
にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席



7個以上を通過しないで、その1に達するように保有しなければならない。 (昭和48条例40・一部改
正)

横須賀火災予防条例
(キャバレー等の避難通路)

第53条　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」と
いう。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席に
は、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分から歩
行距離8メートル以内でその一に達するように保有しなければならない。 (昭52条例21・一部改正)

静岡市火災予防条例
(キャバレー等の避難通路)

第55条　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」と
いう。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席に
は、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からい
す席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないでそのいずれかに達するように保有しなけ

ればならない。
大阪市火災予防条例

第50条　キヤバレー、カフエー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店の客席のうち
床面積が150平方メートル以上の階には、すべての避難口に直通する有効幅員1.6メートル(客席の
床面積が300平方メートル未満の飲食店にあつては1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分
からいす席、テーブル席又はボツクス席7個以上を通過しないで、かつ、歩行距離15メートルを超え

ることなくその1に達するように避難上有効に保有しなければならない。 


